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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】平成30年9月27日(2018.9.27)

【公開番号】特開2017-98832(P2017-98832A)
【公開日】平成29年6月1日(2017.6.1)
【年通号数】公開・登録公報2017-020
【出願番号】特願2015-230752(P2015-230752)
【国際特許分類】
   Ｈ０４Ｎ   1/04     (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ   1/028    (2006.01)
   Ｇ０３Ｂ  27/50     (2006.01)
   Ｇ０３Ｂ  27/54     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０４Ｎ    1/04     １０１　
   Ｈ０４Ｎ    1/028    　　　Ｚ
   Ｇ０３Ｂ   27/50     　　　Ａ
   Ｇ０３Ｂ   27/54     　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成30年8月20日(2018.8.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源と、
前記光源から出射された光を照射領域へと導く導光体と、
前記導光体の前記光源から出射された光が入射する入射面が、前記光源の光照射面と対向
するように前記導光体を保持する保持部材と、
前記導光体を前記保持部材に押し付けるための押し付け手段を有し、導光体の前記保持部
材に対向する保持部材対向面と反対側の面を覆うカバー部材とを備えた照明装置において
、
前記押し付け手段を、前記カバー部材に弾性部材を取り付けて構成したことを特徴とする
照明装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の照明装置において、
前記カバー部材は、前記導光体側に突出する突出部を有し、
前記弾性部材は、前記突出部にカシメ固定されていることを特徴とする照明装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の照明装置であって、
前記押し付け手段が、ひとつの弾性部材で構成されていることを特徴する照明装置。
【請求項４】
　請求項１または２に記載の照明装置であって、
前記押し付け手段が、互いに異なる位置で導光体を前記保持部材側へ押す複数の弾性部材
で構成されていることを特徴とする照明装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４いずれかに記載の照明装置であって、
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前記弾性部材は、前記導光体に接触して弾性変形する弾性変形部を複数備えることを特徴
とする照明装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５いずれかに記載の照明装置であって、
前記カバー部材は、前記導光体側に突出する突出部を有し、
前記弾性部材は、前記突出部が貫通する穴部を有し、前記突出部にカシメ固定されるもの
であって、
前記穴部を前記突出部に嵌め込むことで前記カバー部材に対して前記弾性部材が位置決め
されることを特徴とする照明装置。
【請求項７】
　原稿面に対して光を照射する照明手段と、該原稿面からの反射光を受光して該原稿面の
画像を撮像する撮像手段とを備えた画像読取装置であって、
　上記照明手段として、請求項１乃至６いずれかに記載の照明装置を用いたことを特徴と
する画像読取装置。
【請求項８】
　原稿面の画像を読み取る画像読取手段と、
　該画像読取手段で読み取った画像情報に基づいて記録材上に画像を形成する画像形成手
段とを備えた画像形成装置であって、
　上記画像読取手段として、請求項７に記載の画像読取装置を用いたことを特徴とする画
像形成装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明は、光源と、前記光源から出射された光を照射領域
へと導く導光体と、前記導光体の前記光源から出射された光が入射する入射面が、前記光
源の光照射面と対向するように前記導光体を保持する保持部材と、前記導光体を前記保持
部材に押し付けるための押し付け手段を有し、導光体の
導光体の前記保持部材に対向する保持部材対向面と反対側の面を覆うカバー部材とを備え
た照明装置において、前記押し付け手段を、前記カバー部材に弾性部材を取り付けて構成
したことを特徴とするものである。
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